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１ 監査の種別 

  地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体の監査 

 

２ 監査の対象 

 ⑴ 対象団体 社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会（以下「協議会」という。） 

⑵ 対象事務 協議会における宇陀市からの財政援助（社会福祉法人宇陀市

社会福祉協議会運営費補助金）に係る出納その他の事務で、主として平成

２９年度及び平成３０年度執行の事務 

⑶ 所 管 課 健康福祉部介護福祉課 

 

３ 監査の期間 

令和２年１月２４日から令和２年３月２５日まで 

 

４ 監査の方法 

  監査は、協議会に対し、平成２９年度及び平成３０年度の財務に関する書

類の提出を求め、出納その他の事務が適正に行われているか、また事務事業

が補助の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかについて、事業報告

書、財務諸表等関係書類の調査とともに、関係職員に対する質問等の方法に

より実施した。 

 

５ 協議会の概要 

 ⑴ 設立の趣旨 

   協議会は、宇陀市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする

事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図ることを目的として、平成１８年１月に社会福祉法人大宇陀町社

会福祉協議会、社会福祉法人菟田野町社会福祉協議会、社会福祉法人榛原

町社会福祉協議会及び社会福祉法人室生村社会福祉協議会が合併し、設立

された。 

 ⑵ 事務所の所在地 

   奈良県宇陀市菟田野松井５０２番地（宇陀市中央公民館菟田野分館内） 

 ⑶ 組織（平成３１年３月３１日現在） 

役員は１０人で、その内訳は理事８人（会長１人，副会長１人含む）、監事

２人である。また、評議員は９人である。 

協議会は１０人で、総務福祉課に総務・地域福祉支援係、在宅福祉支援係か

ら成り立っており、会長１人、事務局長１人、事務局次長１人、総務・地域福

祉支援係５人、在宅福祉支援係２人で運営している。そのうち３人（事務局次

長と在宅福祉支援係２人）を宇陀市医療介護あんしんセンターへ派遣している。 



 

⑷ 主な事業 

ア 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

イ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

ウ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及

び助成 

エ アからウのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため

に必要な事業 

オ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

カ 共同募金事業への協力 

キ 地域福祉活動推進事業 

ク 成年後見制度に関する事業 

ケ ボランティア活動の振興 

コ 在宅福祉サービス事業の受託運営 

サ 福祉総合相談事業 

シ 福祉サービス利用援助事業 

ス 生活福祉資金貸付事業 

セ 外出支援サービス事業（福祉有償運送事業、過疎地有償運送事業） 

ソ 家計相談支援事業 

タ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 

チ 生活支援体制整備事業 

ツ その他法人の目的達成のため必要な事業 

 

 ⑸ 宇陀市との関係 

協議会の運営に要する経費として、平成２９年度に３，７７４万９千円

（法人運営事業人件費３，３７７万８千円、運営費３９７万１千円）、平成

３０年度に３，７１３万３千円（法人運営事業人件費３，２８６万２千円、

運営費４２７万１千円）を交付している。 

また、らくらくバス運行事業に要する経費として、平成２９年度に２３

５万３，７７８円、平成３０年度に２３２万１，４４５円を交付している。 

また、主たる事務所として中央公民館菟田野分館を貸与しており、光熱

水費を除き使用料は免除している。 

 

 ⑹ 収支の状況 

協議会の平成２９年度及び平成３０年度の収支状況は、第３表のとおり

である。なお、協議会の会計は、社会福祉法人会計基準を適用しており、

消費税処理は税込処理である。 
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６ 監査の結果 

 ⑴ 協議会に関する事項 

   社会福祉協議会の事業は、多種多様に分かれており、お元気コールや声

の便り広報事業等の自主事業のほか、宇陀市から委託や補助を受けて実施

しているいきいきサロン事業や高齢者等サポート隊事業なども実施してい

る。 



 

協議会の財務諸表は、特別会計のない一般会計のみとなっているが、協議

会の運営のほか、らくらくバス運行事業、いきいきサロン事業、高齢者等サ

ポート隊事業、共同募金配分金事業、成年後見事業、家計相談支援事業、療

育教室支援事業等多岐にわたっていることから、実際の会計帳簿は事業ごと

に区分を設けて処理されている。 

今回監査対象とした社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会運営費補助金は、

協議会（法人部門）の運営に係る法人運営事業において、人件費及び運営費

に充てられており、出納その他の事務については、おおむね適正に処理され

ていると認められた。 

また、菟田野らくらくバス運行事業補助金は、らくらくバスの運行事業に

係る運営費に充てられており、出納その他の事務については、おおむね適正

に処理されていると認められた。 

   協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、宇陀市から事業の

委託、補助を受け、宇陀市と一体となって社会福祉事業を推進し、社会福

祉の増進に努めてきた。事業の実施に当たっては、補助金の有効かつ効果

的な活用を図るとともに、定期的に事業内容や実施方法の検証に努め、引

き続き事業目的の達成に向けて取り組まれたい。 

 

 ⑵ 所管課に関する事項 

   所管課である介護福祉課においては、社会福祉法人宇陀市社会福祉協議

会運営費補助金交付要綱に基づき補助金を交付しており、その交付事務は

おおむね適正に処理されていると認められた。 

また、菟田野地域市民課においては、菟田野らくらくバス運行事業補助金

交付要綱に基づき補助金を交付しており、その交付事務はおおむね適正に処

理されていると認められた。 

なお、補助金の対象となる事業にあたっては、貴重な財源の有効活用を図

る意味からも、その使途や内容が法令等にも適合し、適正妥当かつ客観的に

も公益上必要であると認められなければならないものであることから、交付

申請者や実績報告書の審査に当たっては、十分な検討及び確認に努められた

い。 

 


